
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
春と秋の火災予防運動に合わせて！ 

住宅用火災警報器の設置は義務です! 
すべての寝室と、２階以上に寝室がある場合は階段にも『煙式』

の警報器の設置が必要です。 

 どこに設置するの？どうやって設置するの？ 

分からないときは、お近くの消防署にお問い合わせください。 

年２回は、掃除と点検をしましょう! 
住警器は、内部にホコリが入ると誤作動することがあります。

年２回は乾いた布などで掃除をしましょう。 

また、水濡れや電池切れがあると、火災時に作動しないことが

あります。年２回は、点検ボタンを押す、引きヒモを引くなど、

機器に応じた点検で、正常に作動するか確認しましょう！ 

「住警器」ともいいます！ 

 
住警器には寿命があります！ 

設置後は１０年を目安に本体交換を! 

住警器は、本体内部のセンサー等の寿命により交換が必要とな

ります。交換期限があるものは期限に合わせて、交換期限がない

ものは設置後１０年を目安に新しい住警器に交換しましょう。 

住宅用火災警報器のことで分からないことがあれば、お近くの

消防署にお問い合わせください。 
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